


昭和29年に創設された「娯楽施設利用税」の対象施設として、ゴ、ルフは課税されていま した。この課税対

象は「舞踏場、ゴ、ルフ場、ボーリ ングiノfチンコ、射的、マージャン、たまっき、ゴルフ練習場」などです。

昭和63年の税制の抜本改正において消費税が創設されましたが、ゴルフ場以外は全て非課税となった

のにもかかわらず、ゴルフ場だ、けが「ゴ、ルフ場利用税」として名称を変えて存続されたのです。

プレー料金

二重課税

~一季出版 ゴルフ特信2013.5.8より~

小売物価統計の年平均によると、

プレー料金も低廉化し、平成24年平

均のプレー料金は6，024円(利用税

込)で、23年比では4.8%の下落、14

年比では33.4%減となっている。

地方税法で、ゴルフ場利用税は、 800円(標準税率)

"-'1200円(制限税率)と定められており、消費税との

二重課税になっています。H26年からは消費税は8%

に引き上げられ、その後10%への引き上げが決定して

います。

プレー料金が低下している中で、ゴ、ルファーが支払

う金額に占める税金の割合は非常に大きくなってお

り、このことはゴルフの普及・振興に大きな妨げとなっ

ています。
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平成23年にスポーツ基本法が制定され、国・および地方自治体、スポーツ団体は国民へのスポーツ普及

促進の努力をし、必要な措置を講じることが定められました。

しかし、未だ、ゴ、ルファーには一部非課税者を除いて「ゴルフ場利用税」が課されています。

2016年にオリンピック正式競技として実施される純然たるスポーツであるゴルフに課税を行うなど、健康

長寿・国民の幸福を追求する先進国において許されるものではありません。
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資産の価値創出

ゴルフ場は、そのほとんどが山岳や丘陵地に開設されています。ゴ、ルフ場開設前は原野・若しくは山林とし

て存在していました。それがゴルフ場として開場したことで、その資産価値は大幅に上昇しています。例えば、

首都圏にあるAゴルフ場では、 lぱあたり固定資産税評価額は原野14円、山林28円、ゴルフ場は4，300円

と、実に原野の307.1倍、山林の153.6倍となっています。また、地方でも山林14.69円に対しBゴルフ場は

730円と、49.7倍の資産価値を創出しています。

雇用面における価値はゴルフ場利用税よりはるかに高い

市町村がゴルフ場利用税廃止を反対する最大の理由として挙げるのが「利用税は市町村の重要な財源

で、ある」ということですが、 lゴルフ場あたりの利用税徴収額は平均すると2，100万円 (H24)にすぎません。

一方、 lゴルフ場の直接人件費は平均で約2億円(*)にもなり、これは全て地元に落ちます。この雇用に

よって生まれる所得とその波及効果は、地元経済に大きな貢献をしています。

*業界動向サーチコムによるゴルフ場88社調査(H24.25)による平均給与額より計算

;E・多岐にわたるコルフ場の貢献 t 
このほかにもゴルフ場がもたらす効果として以下のものが期待されており、地元に貢献しています。

-スポーツ・ツーリズム誘発効果

・地域ブランドの向上、地元の広告塔としての役割

圃商工業への寄与、雇用などの経済効果

・教育的効果(ゴルフを通じたマナー・ルールなどの教育効果・体育効果)

圃スポーツ活性化と医療費削減効果

・緑地表土保全、生態系維持、温暖化防止効果など

4 



市町村は事あるごとに『ゴルフ場に対する特別な行政サービスがあるか

ら』と主張していますが、その実態は遣います。他の施設に比して、ゴルフ場

が特別な行政サービスを受けている実態などありません。『市町村の重要な

財源だから』との理由で、行政需要をコルフだけに押しつけることは全く不

公平なことです。

これまでの課税根拠がもはや妥当性を欠いていることは、多くの議員が

認めるところになっているにもかかわらず、(与党税制調査会においてJr課

税根拠の妥当性』の議論も無しに、ただr市町村長の反対が強いから』とい

う理由でrコ、ルフ場利用税の存続』が決められています。

「平成27年度税制改正』においては、もはや明確な課税根拠のないゴル

フ場利用税を廃止し、これによって影響を受ける市町村に対しては必要な

代替財源を含めた措置を講ずる税制改正を実施するよう強く要望します。
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ゴルフ場利用税廃止運動推進本部

参加団体

公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本ゴ、ルフ協会、

47都道府県ゴルフ連盟/協会、北海道ゴ、ルフ連盟、東北ゴルフ連盟、関東ゴ、ルフ連盟、中部ゴルフ連盟、

一般社団法人関西ゴ、ルフ連盟、中国ゴ、ルフ連盟、四国ゴルフ連盟、九州、ドゴ、ルフ連盟、公益社団法人ゴ、ル

フ緑化促進会、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会、一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会、一般

社団法人日本ゴ、ルフ用品協会、公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟、一般社団法人日本ゴルフトー

ナメント振興協会、公益社団法人日本プロゴルフ協会、一般社団法人日本女子プロゴルフ協会、一般社

団法人日本ゴルフツアー機構、NPO法人日本芝草研究開発機構、全国ゴルフ会員権取引業団体連絡

会、全国ゴ、ルフ場関連事業協会、日本ゴルフコース設計者協会、日本ゴ、ルフジャーナリスト協会、日本ゴル

フ場支配人会連合会、超党派ゴ、ルフ振興議員連盟、自由民主党ゴルフ振興議員連盟

事務局:干103-0004東京都中央区東日本橋ト1-5ヒューリック東日本橋ピル9階

日本ゴ、ルフ関連団体協議会

TEL03-5823-4893 http://www.gorenkyo.net 

本リーフレットの内容の複製、無断転載を禁止します。
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